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法務省の人権擁護機関

人権擁護委員の組織体

法務省の人権擁護機関の組織図（令和７年４月１日現在）

国民の人権を擁護し、人権尊重思想の普及高揚を図るため、官民一体となって活動を展開

全国人権擁護委員連合会

人権擁護委員（約１４，０００人）

法務省（人権擁護局）

法務局（人権擁護部）

（８か所）

支局

（２６１か所）

地方法務局（人権擁護課）

（４２か所）

都道府県人権擁護委員連合会

（５０か所）

人権擁護委員協議会

（３１４か所）

ブロック人権擁護委員連合会

（８か所）
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法務省の人権擁護機関の役割

人権啓発活動 調査・救済活動人権相談活動

国民一人一人が、互いの人権を尊重
することの重要性を認識し、その理
念を日常生活に根付かせる活動

いじめ、虐待、差別、インターネッ
ト上での誹謗中傷等の様々な人権に
関する相談について、適切な助言等
をすることで問題解決を図る活動

人権侵害の疑いのある事案について、
被害者の申告等を受けて調査を行い、
事案に応じた適切な措置を講ずるこ
とで問題解決を図る活動

様々な活動手法
・人権教室
・人権の花運動
・企業研修
・シンポジウム、講演会
・テレビ、ラジオ等による放送
・新聞、広報誌への掲載
・インターネット広告
・ホームページや動画配信サイ

トでの啓発資料等の公表

多様な相談ツール
・面談（常設／特設相談所）
・電話（みんなの人権１１０番

等）
・メール（SOS-eメール）
・手紙（子どもの人権SOSミニ

レター）
・SNS（LINE人権相談）

人権侵犯事件の措置
・援助：関係機関等の紹介、

働きかけ、法律上の
助言

・調整：被害者等と相手方等と
の関係の調整

・要請：実効的な対応が可能な
者に対する要請

・説示：人権侵害の加害者等に
対する事理の説示

・勧告：人権侵害の加害者等に
対する改善の勧告

など

人権が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会の実現

人権啓発動画「『誰か』
のこと じゃない。」
（YouTube法務省

チャンネル）
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子どもの人権
SOS-ｅメール
相談入口ページ画面



人権擁護委員制度

全国の市町村にあまねく配置された人権擁護委員によって、
地域の実情を踏まえたより身近な人権擁護活動が展開可能

国と人権擁護委員が補完しあい、互いの長所を生かした人権擁護活動を展開

● 人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づき法務大臣が委嘱した民間のボランティア
● 様々な分野の人々が、地域の中で人権尊重思想を広め、住民の人権が侵害されないよう配慮し、

人権を擁護していくことが望ましいという考えから創設
● 全国の各市町村に約１４，０００人

諸外国にも例を見ない
我が国独自の制度
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（人権擁護委員法）第２条 人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、若し、
これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及
高揚に努めることをもってその使命とする。

法律上の年齢制限なし（運用により、原則として初任は６８歳まで、再任は７４歳まで）３年（再任可）
任 期 年 齢

給与は支給されないが、予算の範囲内で、活動を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
給 与

使 命

市区町村長からの推薦を受け、法務局において弁護士会等に意見を求めるなどして検討した上、法務大臣が委嘱
委 嘱



人権擁護委員の委嘱の流れ

各市町村長が人権擁護
委員にふさわしい候補
者（人格識見が高く、
広く社会の実情に通じ、
人権擁護について理解
のある人）を推薦

人権擁護委員
（約１４，０００人）

人権擁護委員
候補者

市長
町長
村長

特別区長

法務局長
又は

地方法務局長

法務大臣

①弁護士会
②人権擁護委員連合会
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市議会
町議会
村議会

特別区議会

推薦

委嘱

意見

推薦依頼

求意見

２

意見

求意見
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人権擁護委員の研修制度

委嘱時研修

第一次研修

第二次研修

第三次研修

■委嘱時研修
対象：初めて委嘱された人権擁護委員
目的：新任の人権擁護委員がその職務を執行する際 の心構え、留意事項等を習得すること
科目：人権擁護委員制度、委員組織体の活動、人権相談事務（計４時間）

■第二次研修
対象：初委嘱後２年以内の人権擁護委員
目的：人権擁護委員としての職務執行に必要な知識及びより高度な人権相談技法を修得すること
科目：講演、人権擁護行政の現下の課題、人権相談事務、人権侵犯事件処理事務、人権啓発活動、相談実

習、ケース研究、座談会（計１２時間）

■第一次研修
対象：初委嘱後６か月以内の人権擁護委員
目的：新任の人権擁護委員が、人権相談等の職務執行に必要な基礎知識を修得すること
科目：人権擁護委員制度、人権擁護行政の現下の課題、人権相談事務、人権侵犯事件処理事務、人権啓発

活動、座談会（計６時間）

■第三次研修
対象：初めて再委嘱されて１年以内の人権擁護委員
目的：それぞれの人権擁護委員協議会において、人権擁護委員活動の中心を担う者を養成するため、人権

啓発手法及び人権侵犯事件の処理技法等を習得すること
科目：講演、人権擁護行政の現下の課題、人権啓発活動、人権侵犯事件処理実習、ケース研究、座談会

（計１２時間）

基本研修

その他の研修
■人権相談対応研修
・カウンセリングやメンタルトレーニングに関する研修

■委員組織体が開催する自主研修
こどもの人権問題、職場でのハラスメントなどの様々な人権課題に

関する研修を委員組織体自身で企画して実施

等
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■人権擁護委員指導者養成研修
・職務の遂行に必要となる高度な人権相談技法等に関する研修
・法務省にて年１回、約８０名を対象に実施

■人権擁護委員男女共同参画問題研修
８箇所の法務局にて年１回、約３００名を対象に実施



人権擁護委員の活動

● 人権擁護委員は、法務局職員と連携・協力しながら、人権啓発活動、人権相談活動、
調査・救済活動を実施

● 人権擁護委員は、特に人権啓発活動及び人権相談活動で活躍

● 人権擁護委員とその組織体の活動全般の企画・立案、組織体の運営及び関係機関との
連絡調整などの「事務局事務」を実施
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小学校での人権教室 人権擁護委員組織体の事務局の様子面談による人権相談



人権擁護委員の活動 ー人権啓発活動ー

中学校における人権教室
（障害者スポーツ体験） スポーツチームと連携した啓発活動小学校における人権の花運動

携帯電話会社等によるスマホ・ケータイ安全
教室と連携した人権教室をWEBで実施
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令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

138,675 176,321 207,280 233,082 231,930

●人権擁護委員による啓発活動従事回数●



「人権擁護委員の日」特設人権相談所 2,478か所（令和6年度）

人権擁護委員の活動 ー人権相談活動ー（１）
●人権擁護委員による人権啓発活動等、さまざまな機会を捉えた相談窓口の周知
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SOSミニレターの配布
約1,163万枚（令和6年度）

広報ポスター

人権教室の実施 17,221回（令和6年度） 地元テレビ局、ラジオ放送局への出演

法務省人権擁護局公式ＳＮＳへの投稿
（X、LINE、Facebook）
表示回数 X：約70万回

LINE：約27万回
Facebook：約6.7万回

（令和6年度）

全国中学生人権作文コンテスト
参加者736,513名（令和6年度）

インフルエンサーを活用した広報
閲覧回数約152万回



人権擁護委員の活動 ー人権相談活動ー（２）
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認知度の推移（全体） 年代別の認知度の推移の比較

年代ごと
の認知度

●人権相談窓口の認知状況の推移
※ 法務局が実施している人権相談の相談方法を８種類提示し「２つ以上知っている」「１つだけ知っている」「知っている

ものはないが、いずれかについて聞いたことがある気がする」「知らない」のうち、「２つ以上知っている」「１つだけ
知っている」と回答した割合（本設問による調査は令和３年度に開始）

10代の認知度が最も高い

全体は24.2％に対し、10代は47.9％（令和６年度）

※「聞いたことがある気がする」を含めると、
全体は44.1％に対し、10代は64.9％（令和６年度）
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20代 28.4 34.9 34.8 28.7

30代 20.6 25.9 27.1 20.3

40代 21.3 25.8 25.4 21.4

50代 20.6 24.4 23.3 21.1

60代 20.6 26.7 22.9 21.9

70代 23.3 30.2 27.7 25.2
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人権擁護委員の活動 ー人権相談活動ー（３）
●人権擁護委員は、面談、電話、手紙、ＳＮＳ等さまざまなツールを活用して人権相談を実施

手紙（SOSミニレター）
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令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

73,030 70,853 73,202 79,183 74,269

●人権擁護委員による人権相談取扱件数●

面談 電話

インターネット

特設人権相談所

チャット（LINE）



昨今の人権課題の状況（１）
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●こどもを取り巻く状況は依然として深刻

いじめの認知件数の推移

出典：文部科学省ホームページ
「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」

過去最多

学年別 いじめの認知件数

・ＳＮＳなどのインターネット上のいじめなど周囲から認知され難いいじめの存在
・地域社会における人と人とのつながりの希薄化や家庭環境の変化による子どもの見守り機会の減少により児童虐待被害

が増加するおそれ



昨今の人権課題の状況（２）
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インターネット上の人権侵害

令和６年インターネット上の人権侵害に関する人権相談件数
は７，６０３件と高止まり
（内訳）・プライバシーの侵害 ３，８６２件

・名誉毀損 １，７５１件
・私事性的画像記録 ２４４件
・不当な差別的言動 ３８件
・識別情報の摘示 １９件
・児童ポルノ １９件
・その他 １，６７０件

7,391 7,878 
7,176 7,436 7,603 

0
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令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

インターネット上の人権侵害に関する相談件数

小中高生別自殺者数の推移児童相談所における児童虐待相談対応件数 過去最多
過去最多

出典：こども家庭庁ホームページ「令和５年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数」 出典：厚生労働省ホームページ「令和６年中における自殺の状況」



昨今の人権課題の状況（３）
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●社会状況の変化により人権問題の捉え方は変化
いじめの定義の変遷 ハラスメント防止対策の強化性的指向等に関する法律の施行

出典：文部科学省ホームページ 出典：内閣府ホームページ 出典：厚生労働省ホームページ



昨今の人権課題の状況（４）
国内の人権状況は、従来からの人権問題である子ども、女性、高齢者や障害者等に対する差別や虐待等の事

案、外国人に対する差別に加え、インターネット上の人権問題が大きな社会問題となっているほか、社会状況の
変化によって人権問題への捉え方が変わることにより、新たな人権問題が生じるなど、深刻な状況にある。
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人権は発展し続けています。この発展を牽引しているのは、人権を
侵害された方々たちです。２１世紀の人権は、当事者による当事者の
ための当事者の人権といわれる所以です。そのために、きのうの常識
はきょうの非常識ということも起こり得ます。人権の学びに終わりは
ありません。学びをやめると、気がつかないうちに人権を侵しかねま
せん。

人権にはさまざまな人権があります。当事者の方も、さまざまな当
事者の方がおられます。これらの方々との交わりを通じて、多くの人
権を学ぶことができます。ある人権については当事者だが、別の人権
については非当事者だということがあります。すべての人は、人権の
教え手でもあり、学び手でもあります。

「Myじんけん宣言」をして、いっしょに人権を学んでいきましょ
う。みんなで力を合わせて、自他の人権を守る側に立つよう努めてい
きましょう。

全国人権擁護委員連合会会長
メッセージ



社会状況の変化への対応（１）
●地域社会における人と人とのつながりの希薄化により地域の支援基盤との連携の重要性が増している
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社会状況の変化への対応（２）
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令和7年2月8日 読売新聞 夕刊 1面 令和7年2月8日 読売新聞 夕刊 9面 令和7年5月8日 日本経済新聞 朝刊 31面


